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 よくあるご質問 

 

１．ご利用にあたって 

 

Q1-1） 

受配者指定寄付金制度の利用を考えています。 

利用要件を教えてください。 

A）（1）～（6）をすべて満たすことが利用要件です。

（１）広く一般に募集され、次のいずれの要件をも満た

し、公益性の観点から問題がないこと。 

①寄付者が当該寄付により特別な利益を受けな

いこと。（ただし、原則として、施設・設備、寄

付講座等に寄付者名を付すことは、寄付者が特

別の利益を受けることには該当しません。） 

②寄付者が税制上の不当な軽減を企図したもの

ではないこと。 

③寄付者の子弟等の入学に関するものではない

こと。 

（２）教育の振興、その他公益の増進に寄与するための

支出で、緊急を要するものに充てられることが確

実であること。 

（３）税制上の優遇措置を必要としない者からの寄付金

ではないこと。 

（４）すでに事業が終了している事業に充てる寄付金で

はないこと。 

（５）原則として、一口の寄付金額が、2,000円以上で

あること。 

（６）事業団が定める「対象となる寄付事業等」に掲げ

る事業（P.21参照）のための寄付金であること。

 

Q1-2） 

制度を利用するにあたり、手続き方法を 

教えてください。 

A）学校から事業団へ必要な書類を提出後、事業団より

「利用開始のお知らせ」と所定の「振込依頼書」を送付

します。届き次第募金開始となります。 

 利用の申し出に必要な書類は次のとおりです。 

（１）「受配者指定寄付金連絡票」 

書式は、事業団ホームページ「受配者指定寄付金

様式一覧」から入手可能です。 

（２）募金の目的や事業など概要がわかる寄付の募集要

項等 

（３）前年度決算書 

（４）学校法人、設置校の概要がわかるもの 

（学校法人等基礎調査の概要等でも可） 

（５）学校法人が専修学校を設置している場合は、専修

学校の設置課程及び授業時間数や単位数が明記

された学則等 

（専修学校にかかる寄付金を受配者指定寄付金

の対象とする場合） 

（６）経営計画（事業団が別途求める場合のみ） 

 

Q1-3） 

初めて制度を利用しますが、 

寄付金の送金に使用する「振込依頼書」は、 

学校法人へ送付されるのに、 

どのくらいの期間がかかりますか。 

A）通常、「受配者指定寄付金連絡票」が提出されてから、

概ね2週間程度で送付します。すでに寄付の申し出があ

り、お急ぎの際は事業団へご相談ください。 

 

Q1-4） 

制度を利用する場合、手数料等費用の請求は 

ありますか。 

A）事業団が学校法人や寄付者へ手数料等費用を請求す

ることはありません。 

 

Q1-5） 

個人からの寄付金は、 

受配者指定寄付金制度の対象となりますか。 

A）個人からの寄付金は、事業団では取り扱いません。

 

※受配者指定寄付金で受入れた寄付金は、寄付者が所得税の計

算における税額控除の証明を受けている学校法人を指定して

も、税額控除の優遇措置を受けることはできません。 
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Q1-6） 

学校法人の募金期間に制限はありますか。 

A）随時教育もしくは研究に必要な費用または募金に充

てるための寄付を受けつけます。 

 ただし、学校等新設に係る受配者指定寄付金の利用に

ついては、事前にご相談ください。 

 

Q1-7） 

校舎建設を対象に募金を開始する場合、 

着工前からでも寄付の受入れはできますか。 

A）将来の建設事業については、その実施が確実であれ

ば、寄付の募集は可能です。ただし、寄付金の配付申請

は、対象事業への支払いが生じる時になります。 

 

Q1-8） 

平成22年10月より、法人税法の改正によって、

いわゆる「100％グループ内法人間の寄付」に 

おいては、寄付金を支出した法人の当該寄付金が

損金に算入されないこととなったようですが、 

学校法人の100％出資子会社等（以下「子会社等」

という。）が当該学校法人に受配者指定寄付金制度

を利用して寄付をした場合、損金に算入できます

か。 

A）損金に算入できます。 

平成22年10月の改正により、一般企業等が子会社から

寄付を受けた場合は「子会社側において損金に算入せず

（法人税法第37条第２項）、寄付を受けた親会社側も益

金に算入しない（同法第25条の2第1項）」となりました

が、学校法人においては、寄付金収入が益金とは扱われ

ないため、同法第37条第２項の規定の適用を受けませ

ん。 

なお、その学校法人の子会社等によるその学校法人へ

の寄付金の支出額が、その子会社等の決算期直前におい

て、寄付先の事業で必要とされている金額ではなく、そ

の子会社等の当期純利益を念頭に決定されたものであ

るなど、緊急を要するものに充てられることが確実でな

く、その子会社等の利益調整に利用する目的で行われた

ものである場合には、適正・公正な課税の観点から適当

ではないため、受配者指定寄付金として全額損金算入で

きないこととなる場合があります。 

 

Q1-9） 

既存の学校法人ですが、 

新たな学校の設置にあたり経費の一部を 

寄付金で賄う計画があります。 

募金活動にあたり制度を利用したいのですが、 

留意点について教えてください。 

A）既存の学校法人が、新設学校の設置（学部、学科等の

新設を含む。以下同じ。）の費用に利用する際の、主な留

意点は次のとおりです。 

（１）寄附行為の変更認可 

新設学校の設置に必要な財源の一部を寄付金で

賄うために受配者指定寄付金を利用して募金活

動する際には、募金の開始以前に新設学校の設置

に係る寄付金募集を行うための寄附行為の変更

認可が必要です（P.45～47参照）。寄附行為の変

更認可を受けた後、寄附行為変更認可書及び変更

後の寄附行為の写しを事業団に提出してくださ

い。 

（２）募金スケジュールの検討 

認可申請時に設置に必要な財源を、その財源計画

等において全額自己財源として収納していなけ

ればならないケースなどがあり、寄付金の必要時

期にあった募金スケジュール作成が必要となり

ます。 

なお、事業団が寄付金を受入れた後、学校法人が

配付申請可能な時期は、新設学校の設置が認可さ

れて以降となりますので、ご注意ください。 

（３）寄付者の確保 

受配者指定寄付金では広く一般に募集されてい

る必要がありますので、一社のみの寄付で設置財

源をすべて賄うことのないようにしてください。

また、設置認可の審査等では、寄付者との関係等

により寄付金として設置経費に算入されない場

合がありますので注意が必要です。なお、設置経

費として算入されない寄付者の取扱いについて

は所轄庁にご相談ください。 

 

※設置認可を伴わない学部、学科等の新設の場合は、この手続

きは不要であり、既設の学部、学科等と同様に制度の利用が

可能です。 

※主な留意点は以上となりますが、学校等新設に係る受配者指

定寄付金の利用については、通常の事務手続きと異なる部分

がありますので、事前にご相談ください。 
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Q1-10） 

新たに学校法人を設立するにあたり、 

制度を利用することができますか。 

A）新たに学校法人を設立し、学校を設置するための寄

付金については、財務省が直接審査（個別指定）をする

ため事業団では取り扱いません。また、設立準備財団等

を設立して学校法人を立ち上げる場合も同様に取り扱

いません。 

なお、令和５年度税制改正により、４年制大学、高等

専門学校、専修学校専門課程を設置する学校法人等の設

立のための費用に充てられる企業等からの寄付金につ

いて、一定の要件を満たしたものについては、財務省に

よる個別審査を経ずに全額損金算入の対象とされてい

ます。 

上記についての詳細は、所轄庁にお問い合わせくださ

い。 

 

Q1-11） 

幼保連携型認定こども園は、 

制度の利用対象になりますか。 

A）平成27年3月31日財務省告示第104号において、

「寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年

度の所得の金額の計算上損益の額に算入する寄付金を

指定する件」（昭和40年4月大蔵省告示第154号）の一

部が改正されました。 

 それにより、学校法人が設置する、就学前の子どもに

関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（平成18年法律第77号）第2条第7項に規定する幼保連

携型認定こども園が受配者指定寄付金の利用対象学校

となりました。 

 個人、株式会社、社会福祉法人が設立する認定こども

園は対象にはなりません。 

 なお、幼稚園を設置していない法人が、新たに認定こ

ども園を設置する場合の制度利用は、寄附行為の変更認

可が必要となります（P.22参照）。 

 

 

 

２．対象事業について 

 

Q2-1） 

収益事業を実施する計画があります。 

この収益事業の初期設備費用や運営費用を 

寄付金で賄うこととしていますが、 

対象事業とすることはできますか。 

A）受配者指定寄付金の対象となる事業は、学校法人が

設置する学校の教育研究活動に必要な費用に係るもの

に限られています。よって、収益事業については受配者

指定寄付金の対象事業とすることはできません。 

 

Q2-2） 

前年度までに完成した校舎の建設費用を 

対象事業とすることができますか。 

A）前年度以前に校舎等の建物が完成し、業者への支払

いも完了した事業は、受配者指定寄付金の対象事業とす

ることはできません。 

 ただし、業者への支払いの一部を借入金で充てた場合

で、その借入金の返済が当年度にあれば、受配者指定寄

付金の対象事業とすることが可能です。 

 

Q2-3） 

学生寮に係る事業を 

対象事業とすることができますか。 

A） 教育のための施設として対象になりますが、学校法

人が行う収益事業に該当する場合は対象になりません。

 

Q2-4） 

教育研究資金を目的とした基金を創設し、 

募金を計画しています。 

金融情勢等を考えて取崩し型にしたいのですが、

注意すべき点はありますか。 

A）特定者に利益をもたらすものではないこと、使用期

間が３年間であること等別途要件があります。詳細は「6.

留意すべき寄付事業」（P.22）をご確認ください。 
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Q2-5） 

寄付講座及び寄付研究部門における 

教育研究の実施に伴う経費を賄うことを 

目的として設定される取崩し型基金を対象に、 

募金を計画しています。 

当該研究の成果を寄付者へ還元する 

覚書を交わしていますが、 

対象事業とすることができますか。 

A）研究の成果を寄付者へ還元することが直接の反対給

付とみなされますので、受配者指定寄付金の対象事業と

することはできません。 

「寄付金」とは、直接事業と関連せずに、任意に、し

かも直接の反対給付を伴わないで行われるものです。法

人税法上も「寄附によって設けられた設備を専属的に利

用することその他特別の利益がその寄附をした者に及

ぶと認められるものでない」ことが、国又は地方公共団

体に対する寄付金として定められています。 

 受配者指定寄付金も同じ考え方で、寄付者への直接の

反対給付が伴う場合は、対象事業にはなりません。 

 

Q2-6） 

自校の教員が加入している学会のシンポジウムを

自校で開催することになりました。 

開催に係る費用について企業等法人から 

寄付の申し出がありましたが、 

対象事業とすることはできますか。 

A）シンポジウムの主催者は学会であり、学校法人から

見ると単に学校施設を提供しているに過ぎません。よっ

て、シンポジウムの開催費用は、教育研究活動の一環に

係る費用とみなされませんので、開催費用に係る寄付金

を受配者指定寄付金として扱うことはできません。 

 なお、学校が主催するシンポジウム等は、教育研究活

動の一環となりますので、「教育研究に要する経常的経

費」として受配者指定寄付金の対象事業とすることがで

きます。 

 

Q2-7） 

特定の部活動への活動資金として、 

寄付者から寄付の申し出がありました。 

対象事業とすることはできますか。 

A）教育研究に要する経費として学校が管理する経常的

経費の範囲で部活動へ支出するのであれば受配者指定

寄付金として対象となります。 

 特定の部活動への寄付として学校の支出にならず部

活動が自由に支出できる性格のものは「学校への寄付」

とは見なせないため、受配者指定寄付金ではお受けでき

ません。 

 なお、特定の個人を指定した寄付は、所得とみなされ

る恐れがありますので、ご注意ください。 

 

 

 

３．寄付の受入れについて 

  －寄付者について－ 

 

Q3-1） 

宗教法人等公益の団体 

（一般的に税の優遇措置を必要としない法人） 

から寄付の申し出がありますが、 

制度を利用できますか。 

A）税の優遇措置を必要としない法人等からの寄付につ

いては、事業団が取り扱う受配者指定寄付金の対象とし

ておりません。ただし、寄付金が寄付者の行う収益事業

からの寄付の場合は、受配者指定寄付金の利用ができま

す。 

 なお、学校法人の収益事業から、他の学校法人への寄

付は、私立学校法第134条（収益事業の停止）に抵触す

る恐れがあるため、受配者指定寄付金制度では取扱いま

せん。 

 

※税の優遇措置を必要としない法人とは、宗教法人の他に公益

法人、非営利型の法人、税の控除を必要としない任意団体等が

あります。 

 

Q3-2） 

当校の卒業生が社長になっている 

企業等法人から寄付の申し出がありましたが、 

寄付金の受入れにあたって 

留意すべきことはありますか。 

A）企業等法人の支出として寄付したものであっても、

その役員等が個人として負担すべきものと認められる

ものは、その負担すべき者の給与とすることとされてい

ます（法人税法基本通達9–4–2の2）。 

 したがって、企業として学校の教育研究に賛同したも

のではなく、単に社長の母校という理由だけで企業等法

人が寄付金を支出した場合は、本来社長個人が負担すべ

き費用を企業等法人側が負担したものと認められ、社長

に対する給与と見なされることがあります。 

 

Q3-3） 

校舎の改築工事を目的として 

寄付を募集していますが、 

当該改築工事の請負業者からの寄付を 

支払いに充てることはできますか。 

A）寄付金の定義は「事業に直接関係のない者に対する

金銭でした贈与」とされるため、建設事業への支払いに、

その請負業者からの寄付は充てることはできません。 
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Q3-4） 

今年度入学した生徒の親が経営する 

企業法人から寄付の申し出がありました。 

受配者指定寄付金制度の利用はできますか。 

A）平成10年4月16日付け文高行第367号における「新

入生またはその保護者が学校法人に対して任意に支出

する寄付金について（通知）」により、「「学校の入学に関

してする寄附金」は寄付金控除の対象となる特定寄附金

から除かれており（所得税法第78条2項）所得税基本通

達78-2（入学に関してする寄附金の範囲）において、

「入学と相当の因果関係にある寄附金」のことをいうも

のとされています。また、「入学願書受付の開始日から入

学が予定される年の年末までの期間内に納付した」寄附

金は、原則として「入学と相当の因果関係のある寄附金」

であり、「学校の入学に関してする寄附金」に当たる（寄

附金控除の対象とならない）ものとして取り扱うことと

されている」ため、受配者指定寄付金制度でも取扱いま

せん。 

 ただし、入学決定後に募金の開始があったもので、新

入生以外の者と同一の条件で納付された寄付金は、例外

的に寄付金控除の適用対象とされています。詳細は上記

通知文等をご確認ください。 

 

 

４．寄付の受入れについて 

  －振込方法について－ 

 

Q4-1） 

複数の寄付者から入金のあった寄付金を 

学校法人で取りまとめて事業団に 

振り込みましたが、寄付金の受領日は 

いつになるのでしょうか。 

A）受配者指定寄付金は事業団への寄付であるため、寄

付金の受領日となる日付は、寄付金が事業団に入金され

た日となります。したがって、複数の寄付者からの寄付

金を取りまとめた場合、各寄付者から学校法人へ入金さ

れた日が異なっていても、学校法人が事業団へ振り込ん

だ日が受領日となります。 

 なお、事業団への振込日が、寄付者である企業等法人

の寄付金を支出した日の属する事業年度（決算日）を過

ぎると、企業等法人はその年度の損金算入が認められな

くなる恐れがありますので、事業団への振り込みにあた

っては、企業等法人の決算期を越えないよう注意してく

ださい。 

 

Q4-2） 

通常、寄付金を学校法人が取りまとめて 

事業団へ振り込む方法をとっていますが、 

直接寄付者から事業団に 

振り込むことは可能ですか。 

A）可能です。ただし、原則として学校法人がとりまと

めての振り込みをお願いします。 

 詳しくはP.14をご参照ください。 

 

Q4-3） 

事業団への振り込みにあたって 

振込手数料は生じますか。 

A）事業団から送付される「振込依頼書」を利用して、記

載している銀行の本支店間の振り込みをした場合、振込

手数料は発生しません。 

 事業団の「振込依頼書」を利用せず、振込手数料が生

じる場合、恐れ入りますが振込手数料は振込人の負担と

なりますのでご注意ください。 
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５．寄付の受入れについて 

  －書類の送付方法について－ 

 

Q5-1） 

学校法人がとりまとめて振り込む場合と、 

寄付者が事業団の口座に直接振り込む場合で、 

事業団への送付書類は異なりますか。 

A） 

〔学校法人がとりまとめて振り込む場合〕 

「寄付申込書（様式１－１）」（寄付者記入）「寄付金振込

報告書（様式１－３）」（学校法人記入）の送付が必要で

す。 

 

〔寄付者が直接振り込む場合（やむを得ない場合に限

る）〕 

「寄付申込書（様式１－１）」の送付が必要です。 

必ず書面は学校法人を通じて送付してください。 

 

※どちらの場合も、寄付額が1,000万円以上となる際は「確認

書（様式１－２）」（学校法人記入）が必要です。 

※同一の寄付者から年度内に複数回の寄付があり、年度内の合

計額が1,000万円以上となった場合も必要です。 

（P.14-15参照） 

 

Q5-2） 

「寄付申込書（様式１－１）」の「2 寄付金払込期

日」には、いつの日付を記入するのですか。 

A）「２ 寄付金払込期日」に記入していただく日付は、

寄付者が学校法人に寄付金を振り込む予定の日（又は振

り込んだ日）となります。 

 

Q5-3） 

「受配者指定寄付金に係る確認書（様式1－2）」の

右上の日付はいつの日付を記入するのですか。 

寄付金の振込日でしょうか。 

A）「受配者指定寄付金に係る確認書（様式１－２）」の

作成日付を記入してください。 

 なお、確認書の文中にある寄付申込書の日付は、該当

する寄付申込書を特定するため、当該寄付申込書の作成

日付を記入してください。 

 

 

Q5-4） 

寄付者から年数回に分けて 

寄付金を振り込みたい旨の申し出がありました。

この場合、寄付する度に 

「寄付申込書（様式１－１）」が必要となりますか。

A）振り込みに応じて、その都度「寄付申込書（様式1-

1）」が必要となります。寄付金を2件以上に分けて振り

込む場合、同日振り込みであっても「寄付金振込報告書」

は振り込み件数に合わせて作成してください。 

 

Q5-5） 

3年間にわたり合計で 

300万円（各年度100万円の寄付を3年間行う）

の寄付の申し出がありました。 

「寄付申込書（様式１－１）」の提出は 

１枚で構いませんか。 

A）振り込みに応じて、その都度「寄付申込書（様式1-

1）」が必要となります。したがって、ご質問のケースの

場合、年度ごとに寄付金額を100万円と記載した「寄付

申込書（様式１－１）」を作成のうえ提出してください。

 

Q5-6） 

事業団の口座に寄付金を振り込み、 

「寄付申込書」を提出してから、「寄付金受領書」

の発行までどのくらいの期間がかかりますか。 

A）振り込み及び書類の提出後、事務手続きの都合上、

通常2〜3週間程度かかります。ただし、振り込みの多い

時期はさらにお時間を頂く場合がありますのであらか

じめご了承ください。 

 また、「寄付金受領書」は、一括して学校法人宛に送付

しますので、お手数ですが、学校法人から寄付者へお渡

しください。 

 

Q5-7） 

「寄付金振込報告書（様式1-3）」が複数件 

ありますが、一括して送金してもよろしいですか。

A）一括して送金せず、寄付金振込報告書に合わせて分

けて送金してください。寄付金振込報告書に記載した金

額・振込日と実際に振り込んだ金額・振込日は必ず一致

するようお願いします。 
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Q5-8） 

寄付者から受け取った 

寄付申込書の日付欄が未記入でした。 

このまま事業団に提出しても差し支えありません

か。 

A）寄付者に記入を依頼してください。 

寄付申込書は、寄付者が受配者指定寄付金制度を利用

するための大切な書類となります。寄付者から寄付申込

書を受領した際、空欄、間違い等がないことを必ず学校

で確認してください。 

 

 

６．寄付金の配付について 
※「2 対象事業について」もご参照ください。 

 

Q6-1） 

事業団にある寄付金を支払い等に 

充てたいのですが、寄付金の配付の申請は 

どのような手続きをすればよいのですか。 

A）「寄付金配付申請書（様式２－１）」及び寄付金を充

てる対象の事業の資金計画等について記載した「寄付事

業の概要（様式２－２）」に、寄付事業の内容（主に事業

費、支払い時期）のわかる根拠書類等を添付して、提出

してください。 

 寄付事業の内容等について審査を行い、配付額等を決

定し、「寄付金配付決定通知書」を学校法人に送付しま

す。 

 なお、事業別の具体的な添付書類は次のとおりです。

（１）教育研究に要する経常的経費 

対象年度の資金収支予算書の写し（対象学校部

門） 

（２）基金 

基金の運用・配付に関する規程の写し 

（３）施設・設備等関係 

実施状況や支払状況がわかるもの（契約書、請書、

領収書、請求書等の写し） 

（４）借入金の返済 

借入金の状況及び返済額がわかるもの（借入金明

細表、償還年次表、振込通知書等の写し） 

 

※このほか、事業の内容によっては追加で書類を依頼すること

もありますので、ご了承ください。 

 

Q6-2） 

「教育研究に要する経常的経費」で寄付募集を 

しています。事業団への配付申請は、 

寄付が一定額となった時にまとめてでも 

構いませんか。 

A）学校法人の資金の必要に応じて配付申請をしてくだ

さい。ただし制度上、「緊急性を要するものに充てられる

こと」とされていることから、目的なく寄付金が事業団

に滞留することは望ましくありません。計画的な配付申

請をしてください。 
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Q6-3） 

配付の申請をしてから、 

学校法人へ寄付金が送金されるまで、 

どのくらいの期間がかかりますか。 

A）原則、寄付金配付申請は配付希望月の5日（土日祝日

の場合は次の平日）を申請期限とし、月末の送金として

いますので、1か月程度かかります。 

 ただし、提出書類に不備がありますと配付の決定が遅

れ、希望される月の送金に間に合わなくなる場合もあり

ます。 

 

Q6-4） 

事業団へ寄付者からの寄付金を送金しました。 

配付の申請はすぐにできますか。 

A）寄付金の送金と配付の申請は同時に行っていただけ

ます。なお、配付申請の締切は毎月5日です。 

 

Q6-5） 

校舎の新築事業を受託した業者から 

寄付がありました。この寄付金を建築費への 

充当として配付を申請することはできますか。 

A）受配者指定寄付金制度の利用要件に「広く一般に募

集され」「公益性の観点から問題がないこと」（Ｑ１－１）

とあり、当該寄付により寄付者が特別な利益を受けてい

るとみなされる場合もあるため、工事等受託者からの寄

付を当該事業に対して配付を行うことはできません。 

 

Q6-6） 

施設のリニューアル事業を計画しています。 

配付の申請は、校舎本体の工事契約の他に 

付帯設備、外構工事等を対象事業に含め、 

すべての契約書等を提出する必要がありますか。

A）配付申請額が当年度の事業費以内であれば、すべて

の工事を対象事業に含める必要はなく、その場合は本体

工事以外の書類の提出も不要です。 

なお、「寄付事業の概要（様式２－２）」備考欄の総事

業費、工期についても今回申請する工事契約の内容と一

致させてください。 

 

Q6-７） 

「教育研究に要する経常的経費」で 

配付の申請をします。事業費は法人部門を含め、設

置校を包括して申請できますか。 

A）予算書において部門ごとの内訳表を作成していない

場合は、法人部門を含んだ事業費での申請も可能です。

ただし、実績報告書においては、配付を受けた各対象学

校の事業費のみを報告してください。 

 なお、原則、配付された寄付金は決算上、各学校部門

に配分の上、特別寄付金収入として計上してください。

 

７．実績報告について 

 

Q7-1） 

実績報告はいつごろ提出すればよいのですか。 

A）配付のあった翌年度５月末頃に事業団から提出を依

頼します。（締切は７月上旬頃） 

 年度の決算終了後、寄付金の配付を受けた寄付事業に

ついての「寄付金に係る事業の実績報告書（様式３－

１）」、「寄付金に係る事業の報告書（様式３－２）」、寄付

事業に係る根拠資料を事業団へ提出してください。 

 

Q7-2） 

昨年度、校舎建築事業として寄付金の配付を 

受けましたが、校舎建築を2か年にわたって 

実施している関係から、支払いが今年度にも 

予定され、寄付金の一部が未配付となっています。

この場合、建物が完成してから実績報告を 

提出すればよいでしょうか。 

A）実績報告は、寄付金の配付を受けた年度の決算終了

後に提出していただきます。寄付対象事業が完了してい

ない場合でも、一部配付を受けたときは実績報告の提出

が必要です。 

 したがって、ご質問の場合では、寄付事業である校舎

は完成していませんが、前年度の支払いに寄付金を充て

たという、実績報告を提出する必要があります。 

 

［参考例］ 
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Q7-3） 

前年度に事業団に寄付金を振り込みましたが、 

配付を受けていません。この場合、 

実績報告は必要ですか。 

A）配付がない場合、実績報告は不要です。 

※事業団から実績報告の依頼もしません。 

 

Q7-4） 

千円単位を切り上げて記載してよいですか。 

A）１円単位まで記載をお願いします。 

 

８．会計処理について 

 

Q8-1） 

寄付者から受配者指定寄付金を利用する 

寄付金が学校法人に入金されました。 

この場合の会計処理について教えてください。 

また、事業団へ送金する際の 

会計処理についても教えてください。 

A） 

〔学校法人入金時〕 

 「預り金」として処理してください（「特別寄付金」で

の処理はしないでください）。 

（借方）現金預金 100 （貸方）預り金受入収入 100

 

〔事業団送金時〕 

 「預り金」の支出として処理してください。 

（借方）預り金支払支出 100 （貸方）現金預金 100

※活動区分資金収支計算書の区分は「預り金受入収入」、

「預り金支払支出」ともに「その他の活動による資金収

支」に計上することとなります。 

 なお、事業団が学校法人から送金された寄付金を保管

している間は事業団の資金となりますので、学校法人

が、配付決定の通知を受けるまでは、未配付の寄付金を

決算時において「未収入金」等いかなる名称でも計上す

ることはできません。 

 

 

 

Q8-2） 

事業団から受配者指定寄付金の 

配付を受けました。 

この場合の会計処理について教えてください。 

A）事業団から配付を受けた時点で、その属する会計年

度の寄付金としてください。なお、現金による寄付と現

物による寄付で会計処理が異なります。 

 

〔現金による寄付〕 

（施設設備拡充が目的） 

活動区分資金収支計算書・事業活動収支計算書 

（借方）現金預金 100 （貸方）施設設備寄付金（収入） 100

資金収支計算書 

（借方）現金預金 100 （貸方）特別寄付金収入 100 

（上記以外の目的） 

資金収支計算書・活動区分資金収支計算書・ 

事業活動収支計算書 

（借方）現金預金 100 （貸方）特別寄付金（収入） 100 

 

〔現物による寄付〕 

例：教育研究用機器備品（資産計上） 

資金収支計算書 仕訳なし 

事業活動収支計算書 

（借方）教育研究用機器備品 100 （貸方）（特別収支）現物寄付 100

例：消耗品（資産計上しない） 

資金収支計算書 仕訳なし 

事業活動収支計算書 

（借方）消耗品費 100 （貸方）（教育活動収支）現物寄付 100

 

※配付された寄付金は決算上、原則、法人部門ではなく

各学校部門に配付の上、寄付金収入として計上してく

ださい。 

 

 


